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気になる記事：安保方案、衆院通過―団体的自衛権行使へ転換― 

 今国会最大の焦点である安全保障関連法案は 16日の衆院本会議で、自民、公

明両党などの賛成多数で可決され、衆院を通過した。９月 27日までの今期内成立

が確実になった。戦後の安保政策は大きな転換点を迎えた。 

ＫＮＣ ＮＥＴＷＯＲＫ ＮＥＷＳへのご意見・ご質問・ご感想は 

０６－６３０４－７８５７ または ｋａｉｋｅｉ＠ｋｎｃｃ．ｃｏ．ｊｐ  

までお寄せください。 

会社から支給された朝食は、どの様に扱われますか？  

《税務》 

原則、企業が役員や社員に支給する食事は、経済的利益の

供与となるため、給与所得として源泉徴収の対象となります。 

ただ、福利厚生の一環という側面もありますので、 

① 社員らが食事の金額の 50％以上を負担。 

② 企業が負担した食事の金額が、3,500円以下であること。 

この二つの要件を満たせば、経済的利益は無いものとして、課税

されないことになっています。 

注意すべき点は、朝食の他、昼食等も支給している場合は、そ

の合計で上記の要件を満たしているか判定します。 

時折、企業側が購入したおにぎりなどの軽食を社員へ無料で

支給することも見られますが、この場合は、上記の要件を満たし

ていないため、その軽食購入金額を経済的利益の価額として評

価の上、源泉徴収することとなります。 

企業の負担額が月額 3,500 円を超えた場合、その超えた金額

部分ではなく、負担額全額が経済的利益として、課税対象となり

ます。 

 

 

経営一言：すべてがネットでつながり、互いに影響を与える時代を迎える。       （日立製作所・中西 宏明会長） 

－所長コメント：今や、IOE（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｵﾌﾞ・ｴﾌﾞﾘｼﾝｸﾞ）の時代。全てがｲﾝﾀｰﾈｯﾄにつながる世界、人・ﾓﾉ・情報・全ﾃﾞｰﾀ etc、即ちｽﾏﾎ・ﾊﾟｿｺ

ﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄでいろいろな人とﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀを背景につながっている。無視できない新しい時代がやってきた。－ 

 

 自宅兼事務所の経費  《税務》 

 個人事業主が自宅兼事務所で事業する場合、事務所使用分と

して発生した家賃などを経費にできます。経費として計上できる

ものは家賃だけではありません。光熱費、電話代、インターネット

プロバイダー料金などもふくまれます。自動車を事業にも使用す

るのであれば、そのガソリン代も挙げられます。 

 しかし、発生した家賃等の金額の全額が経費計上できるわけで

はありません。あくまで事業用に使用した分だけです。そのため、

事業での使用割合に応じて費用を案分する必要があります。使

用割合の決め方として一般的に使われている方法があります。地

代家賃であれば事業として使用している床面積の割合、電気代

であれば使用時間や部屋に設置されているコンセントの数、車両

関連費用であれば走行距離の割合や使用日数の割合といったも

のです。ただし、按分比率の決め方には特に決まったルールがあ

りません。事業主の責任で計算する必要があります。合理的でな

いと否認される可能性があるので、明確な説明ができるようにし

ておきましょう。 

 

独自の着眼で地域活性化  《経営》 

 2015 年版中小企業白書の第３部「『地域』を考える－自らの変

化と特性に向き合う－」では、地域資源の利活用が課題となって

いる地域が多い中、独自の着眼で地域資源を活用、高付加価値

の商品・サービスに磨き上げて売り込み（販路開拓）、活性化に

成功した事例等が掲載されています。 

（１）北海道根室市の落石ネイチャーグループ協議会…海鳥「エト

ピリカ」の繁殖地である海の可能性に着目、漁船を使ったグルー

ズ事業を開始。 

（２）青森県八戸市の㈱ファーストインターナショナル…青森県の

特産りんご農家向けに輸出用の選果、箱のデザイン、輸出向け

の梱包等を指導（支援）。結果、りんごの輸出が年々増加してい

る。 

 また、NPO法人や地域住民といった、多様な主体が地域課題解

決の新たな担い手として、雇用等でも地域に好影響を与えている

事例もあります。山口県周南市のNPO法人山口県アクティブシニ

ア協会は、シニア人材マッチング事業、婚活支援事業、子供育成

事業（おもちゃ病院、少年少女発明クラブ）、シニア映画劇場サー

ビス等幅広い地域課題に対応した事業を展開しています。 

 

消費税における土地の貸付けの範囲  《税務》 

 土地の譲渡または貸付けについては非課税取引とされています

が、土地の貸付けに係る期間が 1ヶ月未満である場合や、駐車場そ

の他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、課税取引

となります。非課税取引とされる土地等の留意点は、以下のとおり

です。 

イ）一時的に使用させる場合・・・土地の貸付けに係る期間が１月未

満の場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用され

る場合には課税取引となります。なお、土地の貸付けに係る期間が

１月未満かどうかは、その貸付けに係る契約において定められた貸

付期間によって判定します。 

ロ）土地の範囲・・・非課税となる土地の範囲には、立木その他独立

して取引の対象となる土地の定着物は含まれませんが、土地が宅

地である場合の庭木、石垣、庭園その他これに類するもののうち宅

地と一体となって譲渡するもの（建物及び付属設備は除く）は含まれ

ます。 

ハ）土地の上に存する権利・・・非課税とされる土地には、土地の上

に存する権利も含まれます。例えば、地上権、土地の賃借権、永小

作権等の土地の使用収益に関する権利は含まれますが、鉱業権、

土石採取権、温泉利用権および土地を目的物とした抵当権は含ま

れません。 

ニ）借地権に係る更新料、名義書換料・・・借地権に係る更新料、更

改料は土地の賃借料等の前払いまたは後払いとしての性格を有す

ることから、また名義書換料は借地権等の譲渡転貸の承諾料の性

質を有することとされるから、いずれも非課税取引とされます。 

 


